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【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３２０　

【手続補正書】
【提出日】平成24年3月29日(2012.3.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各々が識別可能な複数種類の識別情報を変動表示する変動表示部を備え、該変動表示部
に導出表示された識別情報の表示結果が予め定められた特定表示結果となったときに、遊
技者にとって有利な特定遊技状態に制御する遊技機であって、
　遊技者が操作可能な操作手段と、
　前記特定遊技状態に制御するか否かを、前記識別情報の表示結果が導出表示される以前
に決定する事前決定手段と、
　該事前決定手段による決定に基づいて、前記変動表示部において、前記識別情報の変動
表示が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに一旦非特定表示結果となる前記識
別情報を仮停止させた後に変動表示を再度実行する再変動を１回または複数回実行する再
変動表示を行なう再変動表示パターンを含む予め定められた複数種類の前記識別情報の変
動表示パターンの中から１つの変動表示パターンを選択する変動表示パターン選択手段と
、
　該変動表示パターン選択手段が選択した変動表示パターンに基づいて、前記識別情報の
変動表示を実行する変動表示実行手段と、
　前記変動表示パターン選択手段により前記再変動表示パターンが選択されたときの変動
表示において、前記特定遊技状態となることを予告する予告演出として、複数段階の予告
ステップよりなるステップアップ予告演出と前記操作手段が操作されたことを条件として
予告を実行する操作予告演出とを含む、所定の予告演出を実行するか否かを選択するとと
もに、当該所定の予告演出を実行するときの予告演出態様を複数種類の予告演出態様の中
から選択する予告演出選択手段と、
　該予告演出選択手段により前記所定の予告演出を実行する選択がされたときに、前記再
変動表示パターンで実行される変動表示中において、前記予告演出選択手段により選択さ
れた予告演出態様で前記所定の予告演出を実行する予告演出実行手段とを備え、
　前記予告演出選択手段は、
　　前記所定の予告演出として前記ステップアップ予告演出が選択されたときには、予告
演出態様として、前記変動表示パターン選択手段により選択された前記再変動表示パター
ンで実行される再変動の回数に応じて異なる選択割合で、各再変動において第１段階の予
告ステップから複数段階のうちいずれの段階の予告ステップまで発展させるかを選択し、
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　前記ステップアップ予告演出と前記操作予告演出とでは、前記特定遊技状態となる信頼
度が異なることを特徴とする、遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　（１）　各々が識別可能な複数種類の識別情報（演出図柄）を変動表示する変動表示部
（演出表示装置９）を備え、該変動表示部に導出表示された識別情報の表示結果が予め定
められた特定表示結果（大当り図柄）となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技状
態（大当り遊技状態）に制御する遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
　遊技者が操作可能な操作手段（操作ボタン３０、）と、
　前記特定遊技状態に制御するか否かを、前記識別情報の表示結果が導出表示される以前
に決定する事前決定手段（遊技制御用マイクロコンピュータ５６０、図３５のＳ６１）と
　該事前決定手段による決定に基づいて、前記変動表示部において、前記識別情報の変動
表示が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに一旦非特定表示結果となる前記識
別情報を仮停止させた後に変動表示を再度実行する再変動を１回または複数回実行する再
変動表示を行なう再変動表示パターン（「擬似連」の演出を含む変動パターン）を含む予
め定められた複数種類の前記識別情報の変動表示パターン（変動パターン）の中から１つ
の変動表示パターンを選択する変動表示パターン選択手段（遊技制御用マイクロコンピュ
ータ５６０、図３６のＳ１０１～Ｓ１０５）と、
　該変動表示パターン選択手段が選択した変動表示パターンに基づいて、前記識別情報の
変動表示を実行する変動表示実行手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００、図８４
のＳ５１８～Ｓ５２１および図９０のＳ８４１～Ｓ８４５）と、
　前記変動表示パターン選択手段により前記再変動表示パターンが選択されたときの変動
表示において、前記特定遊技状態となることを予告する予告演出として、複数段階の予告
ステップよりなるステップアップ予告演出（図６５の第１ステップアップ予告）と前記操
作手段が操作されたことを条件として予告を実行する操作予告演出（図６４のボタン予告
）とを含む、所定の予告演出を実行するか否かを選択するとともに、当該所定の予告演出
を実行するときの予告演出態様を複数種類の予告演出態様の中から選択する予告演出選択
手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００、図８４のＳ５１６ａ、図８６のＳ５３２
～Ｓ５３３）と、
　該予告演出選択手段により前記所定の予告演出を実行する選択がされたときに、前記再
変動表示パターンで実行される変動表示中において、前記予告演出選択手段により選択さ
れた予告演出態様で前記所定の予告演出を実行する予告演出実行手段（演出制御用マイク
ロコンピュータ１００、図８４のＳ５２０、図９０のＳ８４５、図９２のＳＴ１６ａ、図
９３のＳＴ１６ｂ）とを備え、
　前記予告演出選択手段は、
　　前記所定の予告演出として前記ステップアップ予告演出が選択されたときには、予告
演出態様として、前記変動表示パターン選択手段により選択された前記再変動表示パター
ンで実行される再変動の回数に応じて異なる選択割合で、各再変動において第１段階の予
告ステップ（ステップ１）から複数段階のうちいずれの段階の予告ステップ（ステップ２
，３Ａ，３Ｂ）まで発展させるかを選択（図８６のＳ５３８、図３６のＳ１０１～Ｓ１０
５に示すように、大当り遊技状態に制御するか否かの決定に基づいて、擬似連の変動パタ
ーンを含む変動パターンが選択される。そして、擬似連については、図２３～図２６に示
すように、再変動の繰返し実行回数（擬似連変動回数）の選択決定について、大当りとす
ることが決定されたときの方が、はずれとすることが決定されたときと比べて、回数が多
くなるように設定されている。さらに、図６７に示すように、大当りとすることが決定さ
れたときには、はずれとすることが決定されたときと比べて、第１予告演出としての第１
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ステップアップ予告を行なう割合が多くなるように設定されている。したがって、擬似連
の変動パターンとなるときには、第１ステップアップ予告を実行するか否かが、再変動の
合計回数に応じて、異なる選択割合で選択されることとなる。また、図６８の（Ｄ）～（
Ｆ）で擬似連の合計回数（２回、３回）に応じて各段階の変動での予告演出に必要なテー
ブルを選択する。図７１および図７２のように、擬似連の合計変動回数（２回、３回）に
応じて選択されるテーブルは、予告ステップの選択割合が異なる）し、
　前記ステップアップ予告演出と前記操作予告演出とでは、前記特定遊技状態となる信頼
度が異なる（図６７の第１予告演出予告パターン種別決定テーブル２００の設定では、大
当り変動パターンのときの方が、非リーチはずれ変動パターンのとき、および、リーチは
ずれ変動パターンのときと比べて、ボタン予告が選択される割合が、第１ステップアップ
予告が選択される割合よりも多い）。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　このような構成によれば、特定遊技状態に制御するか否かの決定に基づいて、再変動表
示パターンを含む変動表示パターンが選択される。再変動表示パターンが選択されたとき
の変動表示において所定の予告演出を実行する選択がされたときには、当該変動表示中に
おいて、複数種類の予告演出態様の中から選択された予告演出態様で予告演出が開始され
る。そして、特定遊技状態となることを予告する予告演出として、複数段階の予告ステッ
プよりなるステップアップ予告演出と操作手段が操作されたことを条件として予告を実行
する操作予告演出とを含む、所定の予告演出としてステップアップ予告演出が選択された
ときには、予告演出態様として、再変動表示パターンで実行される再変動の回数に応じて
異なる選択割合で、各再変動において第１段階の予告ステップから複数段階のうちいずれ
の段階の予告ステップまで発展させるかが選択される。このような所定の予告演出につい
ては、再変動表示パターンで実行される再変動の回数に応じて異なる選択割合で予告演出
態様が選択される。これにより、特定遊技状態に制御するか否かの決定結果と関連し得る
再変動の回数に対応して、所定の予告演出の予告演出態様によって、遊技者の期待感を高
めるようにすることができる。さらに、再変動表示パターンにおける再変動の回数と、選
択される予告演出態様との関連性により、再変動表示に関する演出のバリエーションを増
加させることができる。このような、再変動表示における再変動の回数に対する遊技者の
期待感を高めること、および、再変動表示に関する演出のバリエーションを増加させるこ
とにより、再変動表示に関する演出の面白みを向上させ、遊技の興趣を向上させることが
できる。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０９０２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０９０２】
　（３１）　各々が識別可能な複数種類の識別情報（演出図柄）を変動表示する変動表示
部（演出表示装置９）を備え、該変動表示部に導出表示された識別情報の表示結果が予め
定められた特定表示結果（大当り図柄）となったときに、遊技者にとって有利な特定遊技
状態（大当り遊技状態）に制御する遊技機（パチンコ遊技機１）であって、
　前記特定遊技状態に制御するか否かを、前記識別情報の表示結果が導出表示される以前
に決定する事前決定手段（遊技制御用マイクロコンピュータ５６０、図３５のＳ６１）と
、
　該事前決定手段による決定に基づいて、前記変動表示部において、前記識別情報の変動
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表示が開始されてから表示結果が導出表示されるまでに一旦非特定表示結果となる識別情
報を仮停止させた後に変動表示を再度実行する再変動を１回または複数回実行する再変動
表示を行なう再変動表示パターン（擬似連の演出を含む変動パターン）を含む予め定めら
れた複数種類の前記識別情報の変動表示パターン（変動パターン）の中から１つの変動表
示パターンを選択する変動表示パターン選択手段（遊技制御用マイクロコンピュータ５６
０、図３６のＳ１０１～Ｓ１０５）と、
　該変動表示パターン選択手段が選択した変動表示パターンに基づいて、前記識別情報の
変動表示を実行する変動表示実行手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００、図８４
のＳ５１８～Ｓ５２１および図９０のＳ８４１～Ｓ８４５）と、
　前記変動表示パターン選択手段により前記再変動表示パターンが選択されたときの変動
表示において、前記特定遊技状態となることを予告する予告演出として複数段階の予告ス
テップにより行なうステップアップ予告演出（図６５の第１ステップアップ予告、第２ス
テップアップ予告）を実行するか否かを選択するとともに、前記ステップアップ予告演出
を実行するときの予告演出態様を複数種類の予告演出態様の中から選択する予告演出選択
手段（演出制御用マイクロコンピュータ１００、図８４のＳ５１６ａ、図８６のＳ５３２
～Ｓ５４７）と、
　該予告演出選択手段により前記ステップアップ予告演出を実行する選択がされたときに
、前記再変動表示パターンで実行される変動表示中において、選択された予告演出態様で
ステップアップ予告演出を実行する予告演出実行手段（演出制御用マイクロコンピュータ
１００、図８４のＳ５２０、図９０のＳ８４５、図９３のＳＴ１６ｂ、図９４のＳＴ１６
ｃ）とを備え、
　前記予告演出選択手段は、ステップアップ予告演出を実行するときに、複数系統のステ
ップアップ予告演出（第１ステップアップ予告、第２ステップアップ予告）のうちから実
行するステップアップ予告演出を選択し（図８６のＳ５３３，Ｓ５３３ｃ）、前記変動表
示パターン選択手段により選択された再変動表示パターンで実行される再変動の合計回数
に応じて、前記複数種類の予告演出態様を異なる選択割合で選択する（図６８（Ｄ）～（
Ｆ）および図７９の（Ａ）～（Ｃ）で擬似連の合計回数（２回、３回）に応じて各段階の
変動での予告演出に必要なテーブルを選択する。図７１、図７２、図８０、および、図８
１のように、擬似連の合計変動回数（２回、３回）に応じて選択されるテーブルは、予告
ステップの選択割合が異なる）。
　このような構成によれば、特定遊技状態に制御するか否かの決定に基づいて、再変動表
示パターンを含む変動表示パターンが選択され、再変動表示パターンが選択されたときの
変動表示においてステップアップ予告演出を実行する選択がされたときには、当該変動表
示中において、選択された予告演出態様でステップアップ予告演出が実行される。ステッ
プアップ予告演出を実行する選択がされたときには、複数系統のステップアップ予告演出
のうちから実行するステップアップ予告演出が選択される。複数系統のステップアップ予
告演出については、再変動表示パターンで実行される再変動の合計回数に応じて、複数種
類の予告演出態様が異なる選択割合で選択される。これにより、特定遊技状態に制御する
か否かの決定結果と関連し得る再変動の合計回数に対応して、複数段階の予告ステップに
よる予告演出の演出態様によって、遊技者の期待感を高めるようにすることができる。さ
らに、再変動表示パターンにおける再変動の回数と、選択される予告演出態様との関連性
により、再変動表示に関する演出のバリエーションを増加させることができる。このよう
な、再変動表示における再変動の合計回数に対する遊技者の期待感を高めること、および
、再変動表示に関する演出のバリエーションを増加させることにより、再変動表示に関す
る演出の面白みを向上させ、遊技の興趣を向上させることができる。
　（３２）　なお、今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なもの
ではないと考えられるべきである。本発明の範囲は上記した説明ではなく特許請求の範囲
によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれる
ことが意図される。
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